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抗
　
日
言
論
　
の
一
潮
流

-
　
『
自
由
評
論
』
誌
上
に
み
え
る
抗
日
論

問
題
の
所
在

本
稿
で
は
「
第
三
勢
力
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
抗
日
勢
力
の

「
七
・
七
」
(
「
恵
溝
橋
事
件
」
)
以
前
の
全
体
像
を
解
明
す
る
た
め
の

基
礎
作
業
と
し
て
、
北
京
の
『
自
由
評
論
』
誌
上
の
抗
日
言
論
の
概
観

(
1
)

を
行
な
い
、
そ
の
論
調
の
特
徴
を
救
国
会
派
知
識
人
の
論
調
と
の
比
較

を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
考
察
時
期
は
資
料
上
の
制
約
か
ら
、
一
九

三
五
年
の
中
国
国
民
党
(
国
民
党
)
五
全
大
会
か
ら
翌
三
六
年
の
秋
ま

で
と
す
る
。

す
で
に
一
九
三
一
年
末
に
中
国
共
産
党
(
中
共
)
は
、
「
す
べ
て
の

在
野
的
な
革
命
分
派
の
改
組
派
、
国
家
主
義
派
、
社
会
と
教
育
派
〔
=

職
業
教
育
派
〕
、
新
月
人
権
派
等
の
如
き
も
ま
た
、
特
別
に
気
力
を
ふ

り
絞
っ
て
『
民
主
政
治
』
、
『
国
防
政
府
㌢
『
一
致
対
外
』
　
な
ど
の
武
断

(
2
こ

的
宣
伝
を
鼓
吹
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
確
か
に
三
一
年
九
月
の
「
九

水
　
　
羽
　
　
信
　
　
男

・
一
八
」
(
「
柳
条
湖
事
件
」
)
以
後
、
継
起
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
抗

日
活
動
の
う
ち
、
「
七
・
七
」
に
至
る
過
程
で
抗
日
と
民
主
と
の
実
現

を
求
め
た
の
は
、
全
国
各
界
救
国
連
合
会
(
全
教
連
)
　
へ
と
結
集
し
展

開
し
て
い
っ
た
運
動
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
三
党

三
派
(
「
第
三
勢
力
」
)
が
四
〇
年
代
に
入
り
中
国
民
主
同
盟
を
組
織
し

て
抗
日
戦
争
の
勝
利
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

中
国
国
民
党
臨
時
行
動
委
員
会
(
第
三
党
)
・
中
国
青
年
党
・
中
国
国

家
社
会
党
(
国
社
党
)
、
救
国
会
派
・
郷
村
建
設
派
・
職
業
教
育
派
と

い
っ
た
政
治
勢
力
の
「
七
・
七
」
以
前
に
お
け
る
政
治
活
動
の
考
察
も
、

抗
日
運
動
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
国
会
派
以
外
の
抗
日
活
動
に
つ
い
て
は
、
菊
池

(
3
)

貴
暗
氏
の
晩
年
に
お
け
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
程
度
で
あ
り
、
「
七
・

七
」
以
前
に
関
し
て
は
主
と
し
て
救
国
会
派
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら

(
4
)

れ
て
き
た
。

ま
た
、
従
来
の
救
国
会
派
に
関
す
る
研
究
で
は
、
抗
日
民
族
統
一
戦
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線
の
形
成
に
お
い
て
そ
れ
が
果
し
た
「
先
進
的
」
か
つ
「
決
定
的
」
な

役
割
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
継
承
す
べ
き
貴
重
な
成
果
が
生

み
出
さ
れ
た
が
、
○
国
民
党
・
国
民
政
府
の
抗
日
性
を
極
め
て
低
く
評

価
し
た
上
で
救
国
会
派
知
識
人
の
抗
日
運
動
を
考
察
す
る
、
㊤
最
終
的

に
は
救
国
会
派
知
識
人
の
運
動
を
中
共
の
運
動
方
針
と
対
比
し
っ
つ
評

価
す
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
今
日
の
国
民
党
・
国
民

政
府
史
研
究
で
は
、
い
か
に
反
共
反
民
主
主
義
的
で
対
日
妥
協
的
で
あ

る
に
し
て
も
、
一
九
三
一
年
以
降
に
お
け
る
国
民
党
・
国
民
政
府
の
抗

日
性
・
民
族
性
を
全
面
否
定
す
べ
て
き
で
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
と

(
5
)

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
救
国
会
派
の
政
治
的
立
場
を
、
中
共
お
よ
び
国

民
党
か
ら
相
対
的
に
独
自
な
立
場
に
立
つ
諸
政
治
勢
力
の
活
動
の
な
か

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
国
会
派
の
政
治
主
張
が
当
時
の
情

勢
の
な
か
で
も
っ
た
意
味
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
日
本
の
侵
略
が
一
九
三

五
年
半
ば
以
降
華
北
に
及
ん
で
新
し
い
情
況
が
現
出
さ
れ
た
時
期
の
抗

日
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
自
由
評
論
』

誌
上
に
現
わ
れ
た
抗
日
言
論
を
救
国
会
派
知
識
人
の
論
調
と
対
比
し
て

考
察
し
、
国
共
両
党
か
ら
相
対
的
に
独
自
な
抗
日
論
の
な
か
に
位
置
づ

け
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

本
稿
は
『
自
由
評
論
』
誌
上
に
現
わ
れ
た
抗
日
論
に
限
定
し
て
論
を

進
め
て
い
く
が
、
本
論
に
入
る
前
に
『
自
由
評
論
』
　
に
つ
い
て
簡
単
に

説
明
し
て
お
く
。
『
自
由
評
論
』
　
は
北
京
の
自
由
評
論
社
か
ら
週
刊
で

発
行
さ
れ
た
総
合
雑
誌
で
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
創
刊
号
〔
一

九
三
五
年
十
一
月
二
十
二
日
〕
か
ら
四
五
期
二
九
三
六
年
十
月
十
日
〕

ま
で
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
)
、
各
号
に
は
、
抗
日
や
憲
政
の
問
題
に
つ

い
て
論
じ
た
政
治
評
論
が
掲
載
さ
れ
、
同
時
に
哲
学
や
優
生
学
に
関
す

る
も
の
、
さ
ら
に
は
文
学
作
品
ま
で
も
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
豊
ん
だ
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
政
治
評
論
に
関
し
て
言
え
ば
、

創
刊
号
の
編
集
後
記
に
「
本
刊
の
同
人
に
は
、
全
面
的
に
一
致
し
た
ど

ん
な
意
見
も
な
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
み
な
自
由
を
愛
す
る
も
の
で
あ

り
、
思
想
三
宝
胴
の
自
由
を
絶
対
に
擁
護
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

通
り
、
『
自
由
評
論
』
　
に
は
様
々
な
政
治
主
張
が
現
わ
れ
た
し
、
劉
少

奇
の
論
文
さ
え
も
陶
尚
行
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
掲
載
さ
れ
た
が
、
『
自

由
評
論
』
誌
上
に
お
け
る
政
治
主
張
の
基
本
的
な
立
場
は
、
抗
日
と
民

主
と
の
実
現
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
自
由
評
論
』
　
の
主
要
な
執
筆
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
と
別
表
の

よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
全
て
大
学
教
授
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
高
級
知
識
人
」

で
あ
る
と
共
に
国
社
党
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
自

由
評
論
」
　
の
論
調
は
、
主
と
し
て
国
社
党
と
関
係
を
も
つ
知
識
人
に
よ

っ
て
形
作
ら
れ
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

国
社
党
は
「
九
二
八
」
以
後
の
日
本
の
中
国
侵
略
の
強
化
と
い
う

情
勢
に
対
応
し
て
張
君
勘
が
羅
隆
基
ら
と
と
も
に
結
成
を
準
備
し
、
三

四
年
に
正
式
に
組
織
し
た
政
党
で
、
民
族
の
解
放
を
目
指
し
、
政
治
的

に
は
反
共
的
立
場
を
表
明
す
る
と
と
も
に
国
家
主
義
と
欧
米
民
主
主
義

と
の
折
衷
を
主
張
し
、
経
済
的
に
は
資
本
主
義
経
済
に
計
画
経
済
的
な

(
6
)

要
素
を
取
り
入
れ
る
必
要
を
説
い
た
。
こ
の
政
党
に
つ
い
て
、
そ
の
大

(
7
)

衆
的
基
盤
と
政
治
的
影
響
力
と
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
七
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(
註
)
略
歴
の
欄
は
主
と
し
て
、
藤
田
正
典
編
r
現
代
中
国
人
物
別
称
総
覧
』

(
汲
古
書
院
、
一
九
八
]
ハ
年
)
、
「
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
(
平
凡
社
、
一
九

五
九
年
)
、
李
立
明
r
中
国
現
代
]
ハ
百
作
家
小
伝
」
(
波
文
書
局
、
一
九
七

七
年
)
な
ど
を
参
照
し
て
作
成
し
た
が
、
羅
隆
基
以
外
の
一
九
三
六
年
当

時
の
職
業
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
か
ら
の
推
定
で
あ
る
。

・
七
」
以
前
に
お
い
て
国
民
党
に
よ
っ
て
反
体
制
政
党
と
し
て
弾
圧
さ

(
8
)

れ
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
弾
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
の
政
治

的
影
響
力
あ
る
い
は
政
治
的
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
も
判
断
し
う

る
。
「
七
・
七
」
以
降
で
は
張
君
勒
だ
け
で
な
く
羅
隆
基
ら
も
国
民
参

政
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
中
国
民
主
同
盟
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割

を
果
し
た
。
羅
隆
基
ら
が
こ
う
し
た
政
治
的
地
位
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
背
景
に
は
、
当
然
「
七
・
七
」
以
前
の
政
治
的
な
声
望
が
関

係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
羅
隆
基
ら
の
『
自
由
評
論
』
　
に
お
け
る
言

論
活
動
の
影
響
力
も
あ
な
が
ち
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

た
だ
し
、
国
社
党
と
『
自
由
評
論
』
　
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
瞭

な
部
分
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
社
党
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た

張
君
劫
の
論
文
が
一
度
も
『
自
由
評
論
』
　
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
張
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
は
、
当
時
、(

9
)

彼
が
国
民
党
の
弾
圧
に
よ
り
北
平
か
ら
追
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を

指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
他
の
要
因
に
つ
い
て
は
十
分
明
ら
か
に
で
き
な

い
。
ち
な
み
に
、
『
自
由
評
論
』
　
の
主
要
執
筆
者
の
う
ち
、
梁
実
秋
は

四
九
年
の
革
命
に
際
し
、
張
君
勅
と
同
様
台
湾
へ
渡
り
、
羅
隆
基
、
播

光
且
、
張
東
孫
、
季
長
之
の
四
人
は
張
君
勘
ら
国
社
党
主
流
派
と
異
な

り
大
陸
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(川)

本
稿
で
は
一
応
羅
隆
基
ら
を
便
宜
的
に
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と

呼
ん
で
、
彼
ら
の
抗
日
論
の
共
通
面
に
つ
い
て
の
み
論
及
す
る
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
史
料
と
し
た
『
自
由
評
論
』
　
に
は
欠
号
が
あ
り
、
そ

の
全
て
の
抗
日
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
意

味
で
本
稿
に
は
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
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お
く
。

I
　
抗
日
統
一
戦
線
を
め
ぐ
る
論
調

一
九
三
五
年
五
月
以
降
日
本
の
華
北
分
離
工
作
が
進
展
す
る
情
勢
の

下
、
同
年
十
一
月
に
国
民
党
は
五
全
大
会
を
開
催
し
、
蒋
介
石
は
「
和

平
に
は
和
平
の
限
度
が
あ
り
」
「
和
平
が
未
だ
完
全
に
絶
望
に
至
ら
な

い
時
期
に
お
い
て
は
、
決
し
て
和
平
を
放
棄
し
な
い
、
最
後
の
関
頭
〔
=

瀬
戸
際
〕
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
軽
々
に
犠
牲
を
語
ら
な
い
」
と
対
日
強

硬
策
の
不
採
用
を
表
明
し
つ
つ
も
、
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
に
至
れ
ば
、
「
最
後
の
決
心
を
下
す
」
と
い
う
態
度
を
明
ら
か
に
し

、
〓
-

た
。
こ
の
五
全
大
会
の
対
日
問
題
に
関
す
る
決
意
表
明
に
対
し
て
羅
隆

基
は
、
「
『
和
平
の
限
度
』
と
は
何
か
、
満
州
国
の
承
認
は
そ
の
限
度
内

で
あ
る
の
か
否
か
、
華
北
の
独
立
は
限
度
内
で
あ
る
の
か
否
か
」
、
「
最

後
の
関
頭
に
至
れ
ば
…
…
」
と
い
う
主
張
は
江
精
街
の
「
一
面
抵
抗
、

一
面
交
渉
」
政
策
と
ど
こ
が
違
う
の
か
と
問
い
、
「
対
外
的
に
は
積
極

的
な
政
策
が
な
く
、
対
内
的
に
は
団
結
の
誠
意
が
な
い
」
と
い
う
総
括

(
1
2
)

的
評
価
を
下
し
た
。

張
東
謀
も
五
全
大
会
の
直
後
、
日
本
の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、

「
日
本
に
対
す
る
根
本
的
な
方
針
が
決
定
す
る
以
前
に
お
い
て
全
国
の

u惟〔

団
結
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
自

由
評
論
』
系
知
識
人
は
、
国
民
党
の
対
日
政
策
を
消
極
的
な
も
の
と
し

て
批
判
し
た
だ
け
で
な
く
、
抗
日
全
面
戦
争
の
準
備
・
遂
行
の
た
め
に

は
国
内
の
団
結
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
、
抗
日
統
一
戦
線
の
形
成
を

積
極
的
に
求
め
て
い
く
。
だ
が
、
こ
の
時
期
で
は
『
自
由
評
論
』
系
知

識
人
の
い
う
団
結
と
は
「
全
国
の
政
治
能
力
お
よ
び
政
治
主
張
を
も
っ

て
い
る
人
た
ち
」
の
団
結
で
あ
り
、
具
体
的
に
い
か
な
る
人
び
と
ま
で

(
1
4
)

を
も
含
む
か
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
巽
東
防
共
自
治
政
府
が
日
本
の
手
に
よ
っ
て
で
っ
ち
あ
げ

ら
れ
、
糞
察
政
務
委
員
会
が
成
立
し
よ
う
と
す
る
情
況
に
対
し
て
北
平

・
天
津
を
は
じ
め
中
国
各
地
の
学
生
は
「
一
二
・
九
」
運
動
を
発
動
し

た
。
そ
れ
を
機
に
学
生
・
知
識
人
が
積
極
的
に
抗
日
運
動
を
展
開
す
る

な
か
で
、
し
だ
い
に
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
の
い
う
団
結
の
範
囲
も

明
確
に
な
っ
て
い
く
。
学
生
・
知
識
人
の
抗
日
運
動
に
対
し
て
は
国
民

党
・
国
民
政
府
に
よ
っ
て
弾
圧
あ
る
い
は
懐
柔
が
行
な
わ
れ
、
平
津
の

学
生
連
合
会
(
学
連
)
は
共
産
疆
者
に
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う
批
判

的
論
調
も
一
部
に
は
現
わ
れ
た
が
、
彼
ら
は
三
六
年
の
二
月
に
学
生
の

抗
日
運
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
鉄
証
」
が
な
い
と
は
い
え
学
生
の
な
か
に
共
産
分
子
が
い
る

こ
と
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
学
透
の
幹
部
に
共
産
分
子
が
参
加

し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
…

…
学
生
運
動
の
最
大
の
目
標
は
統
一
の
擁
護
で
あ
り
、
愛
国
で
あ

る
。
こ
の
目
標
が
変
わ
ら
ず
歩
調
が
乱
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
こ

の
運
動
は
価
値
を
も
っ
て
お
り
、
〔
そ
れ
ゆ
え
〕
わ
れ
わ
れ
は
軽

々
し
く
そ
の
上
に
紅
い
帽
子
を
か
ぶ
せ
て
〔
=
共
産
遺
著
の
レ

ッ
テ
ル
を
は
っ
て
〕
活
動
を
封
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

確
か
に
彼
ら
は
「
一
二
・
九
」
以
後
の
学
生
運
動
を
全
面
的
に
肯
定

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
党
派
に
も
操
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
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主
的
な
組
織
を
作
る
こ
と
、
過
激
な
大
衆
行
動
に
走
ら
ず
、
学
内
の
活

じ
伽
m

動
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
の
必
要
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
が
、

彼
ら
は
「
一
二
・
九
」
頚
を
「
四
五
年
来
の
青
年
の
苦
悶
と
憤
憑
の

稔
発
揮
」
と
捉
え
て
お
り
、
彼
ら
の
右
に
引
用
し
た
よ
う
な
立
場
は
、

学
生
運
動
を
支
援
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
国
内
統
一

の
擁
護
と
愛
国
と
を
目
標
と
す
る
限
り
、
中
共
党
員
が
運
動
に
参
加
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。

同
じ
二
月
に
張
東
謀
は
「
評
共
産
党
軍
言
論
全
国
大
合
作
」
に
お
い

て
、
中
共
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
な
が
ら
も
、
「
八
・
一
宣

症
を
紹
介
し
、
次
の
三
点
を
第
二
次
国
共
合
作
の
具
体
的
条
件
と
し

た
。
「
第
一
に
共
産
党
は
国
難
が
末
だ
過
ぎ
去
ら
な
い
段
階
に
お
い

て
、
少
な
く
と
も
十
年
間
は
全
国
に
向
け
て
共
産
主
義
の
地
下
運
動
を

行
な
わ
な
い
こ
と
を
声
明
す
る
必
要
が
あ
る
」
、
第
二
に
軍
隊
を
有
事

に
備
え
て
一
地
域
に
集
中
・
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
、
第
三
に
「
ソ
区

の
政
府
を
地
方
政
府
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
論
文
で
張

東
謀
は
、
国
共
両
党
の
政
党
レ
ベ
ル
で
の
合
作
の
必
要
を
説
い
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、
す
で
に
一
九
三
五
年
末
に
羅
隆
某
は
民

主
政
治
の
実
現
に
よ
る
国
民
政
府
と
民
衆
の
統
一
の
必
要
を
説
い
て
お

(
2
0
)

り
、
張
も
ま
た
、
民
主
政
治
の
実
現
と
い
う
立
場
か
ら
国
共
合
作
の
必

要
性
を
説
明
し
た
。
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
す
で
に
こ
の
時
期
、

国
共
再
合
作
の
実
現
を
含
む
抗
日
の
た
め
の
全
国
的
な
政
治
的
統
一
を

要
求
し
は
じ
め
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
張
の
合
作
条
件
に
は
軍
隊
の
編
成
問
題
な
ど
に
言
及
し
て
い
な

(
2
1
)

い
と
い
う
不
十
分
さ
も
あ
っ
た
が
、
救
国
会
派
知
識
人
も
当
時
に
お
い

て
は
ま
だ
具
体
的
な
合
作
条
件
を
提
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
全
国
的
な
統
一
の
必
要
を
よ
り

強
く
求
め
か
な
り
具
体
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
当
時
救
国
会
派
の
雑
誌
・
新
聞
に
お
い
て
さ
え
、
「
八
二

宣
言
」
以
後
の
中
共
の
政
策
転
換
に
詳
し
く
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
張
東
萩
ら
の
論
文
が
い
か
に
中
共
批
判
を
行
な
っ
て
い

た
に
せ
よ
、
客
観
的
に
は
中
共
の
抗
日
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
を
支
持
し

た
と
い
う
事
実
も
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
後
、
羅
隆
基
は
六
月

に
入
っ
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
思
想
上
に
お
い
て
は
共
産
主
義
に
反
対
す
る
が
、

英
米
仏
な
ど
の
国
家
の
よ
う
に
共
産
党
を
許
容
し
、
政
権
を
平
和

的
に
競
争
す
る
政
治
様
式
が
、
も
し
中
国
に
お
い
て
団
結
の
効
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
〔
そ
の
政
治
様
式
に
〕

(
2
2
)

賛
成
し
な
い
こ
と
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
、
「
思
想
上
に
お
い

て
は
共
産
主
義
に
反
対
」
し
っ
つ
も
、
遅
く
と
も
一
九
三
六
年
半
ば
ま

で
に
は
、
中
共
を
も
含
ん
だ
統
一
戦
線
を
抗
日
戦
争
勝
利
の
前
提
条
件

と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
に
至
っ
た
。

他
方
、
救
国
会
派
知
識
人
の
統
一
戦
線
運
動
も
、
「
一
二
・
九
」
運

動
以
後
本
格
化
し
、
運
動
当
初
か
ら
国
共
両
党
を
含
ん
だ
統
一
戦
線
の

樹
立
を
追
求
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
運
動
の
初
期
に
は
メ
ン
バ
ー
の

な
か
に
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
や
国
民
党
・
国
民
政
府
を
排
険
し
か
ね
な

い
論
調
を
公
表
す
る
も
の
も
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
全

救
連
成
立
直
前
の
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
楊
弗
根
は
次
の
よ
う
に
主
張
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し
て
い
る
。今

日
の
真
正
な
る
抗
餅
の
力
量
は
た
だ
進
歩
的
な
知
識
分
子
と

(
2
3
)

全
国
の
労
農
兵
大
衆
の
み
で
あ
る
(
*
は
原
文
で
は
伏
字
)
。

彼
ら
〔
=
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
〕
と
も
一
致
し
て
抗
日
し
た
い

(
2
4
)

と
い
う
の
は
デ
タ
ラ
メ
〔
原
文
「
鬼
話
」
〕
に
等
し
い
。

こ
う
し
た
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
統
一
戦
線
か
ら
排
除
し
か
ね
な
い

立
場
に
立
つ
論
者
が
国
民
革
命
失
敗
の
後
、
「
再
び
新
た
な
軍
閥
が
誕

(
2
5
)

生
し
て
い
な
い
か
」
と
問
う
時
、
明
確
な
形
で
表
わ
れ
て
い
な
い
に
し

ろ
、
統
一
戦
線
か
ら
国
民
党
・
国
民
政
府
を
排
除
し
か
ね
な
い
姿
勢
が

う
か
が
え
る
。

と
は
い
え
、
救
国
会
派
知
識
人
は
章
乃
器
に
よ
れ
ば
、
五
月
に
入
り

救
国
会
運
動
は
「
合
理
的
」
で
「
公
開
的
」
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
自
ら
を
「
政
府
と
対
立
す
る
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
」
は
、
こ
の

主
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
を
確
認
し
統
一
戦
線
の
幅
を
せ

じ
昭
一

ば
め
か
ね
な
い
傾
向
を
克
服
し
た
。
そ
の
結
果
、
救
国
会
派
知
識
人
は

全
救
連
の
「
成
立
大
会
宣
言
」
と
「
抗
日
救
国
の
た
め
の
初
歩
政
治
綱

領
」
に
お
い
て
、
明
確
に
国
民
党
・
国
民
政
府
を
含
む
統
一
戦
線
論
を

表
明
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
救
国
会
派
知
識
人
が
運
動
論
の
う
え
で
、
ほ
ぼ
完
全
に
セ

ク
ト
的
傾
向
を
示
さ
な
く
な
る
の
は
一
九
三
六
年
秋
で
あ
り
、
全
救
達

成
立
後
の
六
月
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
種
の
誤
ま
り
〔
=
抗
日
よ
り
も
自
ら
の
主
義
主
張
を
通
そ

う
と
す
る
態
度
〕
　
の
発
展
は
、
〔
抗
日
運
動
内
部
の
〕
二
つ
の
種

類
の
大
衆
運
動
を
分
裂
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
一
方
の
大
衆
の
ト

レ
ー
ド
マ
ー
ク
は
新
文
字
、
弁
証
法
、
木
刻
〔
版
画
〕
、
非
資
本

主
義
の
道
、
そ
し
て
数
千
人
の
デ
モ
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
ト
レ
ー

ド
マ
ー
ク
は
国
産
品
愛
用
、
農
村
教
育
運
動
、
減
税
の
要
求
、
電

話
料
金
値
上
げ
と
遊
芸
場
へ
の
反
対
、
連
環
画
、
そ
し
て
合
法
主

義
で
あ
る
。
実
際
上
に
お
い
て
こ
の
二
種
類
の
運
動
は
、
広
汎
な

(
2
7
)

統
一
戦
線
の
な
か
に
包
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
統
一
戦
線
の
幅
に
つ
い
て
い
え
ば
、
活
動
の
初

期
に
お
い
て
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
中
共
の
統
一
戦
線
に
お
け
る

位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
に
至
ら
ず
、
救
国
会
派
知
識
人
は
大
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
の
抗
日
性
を
低
く
評
価
し
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
国
民
党

・
国
民
政
府
を
統
一
戦
線
か
ら
排
除
し
か
ね
な
い
論
調
を
混
在
さ
せ
て

い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
む
し
ろ
両
グ
ル
ー
プ
と
も

に
、
一
九
三
六
年
半
ば
ま
で
に
抗
日
の
た
め
に
は
国
共
両
党
を
含
ん
だ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

広
汎
な
抗
日
統
一
戦
線
の
樹
立
が
必
要
な
こ
と
を
明
確
に
主
張
す
る
に

至
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
抗
日
統
一
戦
線
の
樹
立
を

求
め
る
声
が
広
汎
に
高
揚
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
国
共
両
党
の
政
策
転

換
を
も
た
ら
す
、
一
つ
の
前
提
条
件
に
な
っ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

次
第
に
抗
日
統
一
戦
線
を
求
め
る
運
動
な
ら
び
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
論
調
が
強
ま
る
の
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
国
民
党
・
国
民
政
府
も
抗

日
戦
の
準
備
を
は
じ
め
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
も
と
で
、
六
月
一
日
に

李
宗
仁
・
陳
済
某
ら
が
、
「
北
上
抗
日
」
を
掲
げ
て
反
蒔
軍
事
行
動
(
両

広
事
変
)
を
起
こ
し
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
両
広
事
変
を
解
決
し
、
抗
日

問
題
に
対
す
る
国
民
党
中
央
の
方
針
を
確
立
す
る
こ
と
を
一
つ
の
課
題
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と
し
て
、
国
民
党
五
期
二
中
全
会
が
七
月
十
日
か
ら
十
四
日
ま
で
南
京

で
開
催
さ
れ
た
。
二
中
全
会
に
お
い
て
蒋
介
石
は
、
満
州
国
承
認
の
強

要
、
あ
る
い
は
新
た
な
領
土
主
権
の
侵
害
と
そ
の
外
交
交
渉
に
よ
る
解

決
の
可
能
性
の
消
失
を
抗
戦
開
始
の
条
件
と
し
、
国
民
党
中
央
の
抗
日

(
2
8
)

方
針
を
そ
れ
ま
で
以
上
に
明
確
に
し
た
。
こ
の
抗
日
方
針
の
明
確
化
に

は
、
国
内
の
抗
日
世
論
を
と
り
こ
み
、
抗
日
世
論
を
自
ら
の
統
制
下
に

お
こ
う
と
す
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
。

梁
実
秋
は
二
中
全
会
の
成
果
に
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
両

広
事
変
発
生
の
要
因
を
政
府
の
対
日
政
策
の
不
十
分
さ
に
求
め
つ
つ
、

「
巽
東
の
組
織
〔
=
巽
東
防
共
自
治
政
府
〕
と
華
北
の
密
輸
は
領
土
主

(
2
9
)

権
の
完
整
を
侵
犯
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
国
民
党
の
対

日
方
針
に
批
判
を
浴
び
せ
た
。
梁
は
国
民
党
の
抗
日
宣
伝
に
と
り
こ
ま

れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
抗
日
主
張
を
堅
持
し
た
と
い
え
る
。
彼
が
従

来
以
上
に
強
硬
に
な
っ
た
二
中
全
会
の
抗
日
政
策
に
対
し
て
批
判
を
や

め
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
統
一
戦
線
に
よ
っ
て
の
み
全
面
戦
争
を
戦
い

う
る
と
い
う
抗
日
戦
争
遂
行
の
た
め
の
構
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
に
統
一
戦
線
の
幅
を
せ
ば
め
か
ね
な
い
傾

向
を
克
服
す
る
よ
う
促
し
た
も
の
の
一
つ
は
、
日
本
の
侵
略
に
対
す
る

危
機
感
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
す
で
に
一
九
三

五
年
十
一
月
に
国
民
党
五
全
大
会
を
批
判
し
て
、
「
満
州
国
」
承
認
問

題
や
華
北
分
離
工
作
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
外
交
政
策
を
採
用
す
る
必

要
を
説
い
て
い
た
が
、
一
九
三
六
年
に
入
っ
て
も
強
化
さ
れ
続
け
た
日

本
の
侵
略
に
対
し
て
「
〔
広
田
三
原
則
の
い
う
〕
大
陸
政
策
の
範
囲
は

さ
ら
に
無
窮
で
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
…
…
将
来
中
国
を
完
全
に
日
本

の
領
土
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
も
大
陸
政
策
の
強
化
で
あ
る
」
と
述
べ

(
3
0
)

た
。
こ
う
し
た
危
機
感
は
「
二
二
一
六
」
事
件
を
契
機
に
日
本
国
内
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
が
確
実
と
な
っ
た
と
い
う
対
日
観
に
因
る
も
の
で
も
あ

(
3
1
)

った。ま
た
、
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
に
広
汎
な
統
一
戦
線
論
を
主
張
さ

せ
た
要
因
の
他
の
一
つ
は
、
彼
ら
が
「
連
盟
は
英
・
仏
が
操
縦
す
る
工

具
で
あ
り
、
一
般
の
人
が
想
像
す
る
よ
う
に
世
界
の
平
和
を
維
持
す
る

機
関
で
は
な
い
」
と
み
な
し
、
国
際
関
係
の
推
移
は
諸
列
強
の
国
益
に

じ
越
乃

規
定
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
、
外
交
交
渉
に
よ
る
日
中
問
題
解
決
の
努
力

を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
九
三
五
年
の
段
階
か
ら
自

(
3
3
)

主
的
な
外
交
政
策
の
必
要
を
説
揖
胡
適
ら
と
異
な
り
国
際
連
盟
を
過

大
に
評
価
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
、
列
強
に
対
し
て
対
日
問
題
の
解
決

に
期
待
を
か
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
対
日
・
国
際
情
勢
観
は
救
国
会
派
知
識
人
と
極
め
て
近
似

し
た
も
の
で
あ
り
、
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
も
、
一
九
三
六
年
に
入

り
当
面
の
課
題
で
あ
る
抗
日
を
中
国
自
身
の
力
で
完
遂
す
る
た
め
に
、

民
族
解
放
の
必
要
性
を
国
内
の
政
治
対
立
よ
り
も
重
視
す
る
と
い
う
立

場
に
明
確
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
ば
に

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

今
日
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
も
は
や
「
革
命
」
と
「
反
革
命
」

を
比
較
し
〔
ど
ち
ら
が
抗
日
の
た
め
に
有
用
か
を
〕
論
じ
る
余
地

が
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
凡
そ
外
か
ら
の
侮
り
に

対
す
る
自
強
に
基
づ
く
抵
抗
の
た
め
に
努
力
で
き
る
も
の
は
、
真
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に
良
好
な
中
国
国
民
で
あ
り
、
革
命
で
あ
れ
、
反
革
命
で
あ
れ
、

(
3
6
)

国
民
は
こ
れ
を
擁
護
す
べ
き
で
あ
る
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
広
汎
な
統
一
戦
線
を
求
め
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
の
ほ
か
の
要
因
と
し
て
は
、
彼
ら
が
「
八
・
一
宣
言
」
以
降
の

中
共
の
政
策
転
換
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
張
東
萩
は
中
共
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
「
〔
八
二
曇
誼

は
〕
中
国
民
族
の
前
途
の
一
筋
の
曙
光
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
中
共
を
も
含
ん
だ
統
一
戦
線
を
構
想
で
き

た
理
論
的
前
提
と
し
て
、
彼
ら
が
民
衆
の
政
治
的
結
集
を
求
め
た
だ
け

で
な
く
、
武
装
暴
動
を
(
究
極
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
実
現
を
)

回
避
で
き
る
な
ら
ば
、
多
党
政
治
が
現
在
の
国
民
党
の
一
党
専
制
支
配

よ
呈
い
政
治
の
あ
り
様
ヱ
甥
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
も

あ
ろ
う
(
詳
し
く
は
次
節
参
照
)
。

以
上
、
統
一
戦
線
の
幅
の
問
題
に
限
定
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
『
自

由
評
論
』
系
知
識
人
は
戦
線
の
統
一
的
な
指
導
部
の
樹
立
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
自
由
評
論
』
は
「
八
二
宣
言
」
以
降
の
中
共
の
政
策
転
換
を
説

明
し
た
劉
少
奇
の
投
稿
論
文
を
掲
載
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
編
集
者

は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
た
。

あ
な
た
が
た
は
国
防
政
府
の
組
織
を
提
議
し
現
在
の
当
局
者
は

あ
な
た
が
た
と
の
合
作
を
肯
ん
じ
て
い
な
い
。
あ
な
た
が
た
は
現

在
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
と
誰
れ
も
が
せ
ひ
と
も
問
わ
ざ
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
え
な
い
。
抗
日
救
国
の
事
業
は
、
必
ず
全
国
の
一
致
〔
の
実
現
〕

か
卦
掛
卦
掛
ト
い
か
か
わ
掛
か
か
か
い
。
(
翌

こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
彼
ら
が
抗
日
統
一
戦
線
の
樹
立
を
当
面
の
最
大
の

課
題
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
分
る
が
、
国
防
政
府
に
対
す
る
態
度

は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
張
東
謀
が
「
私
は
〔
中
共
の
提
案
し
た
〕
国
防

政
府
に
つ
い
て
、
国
民
党
が
〔
政
府
の
改
組
を
〕
自
ら
提
起
す
る
以
外

〔
国
防
政
府
樹
立
の
可
能
性
は
な
く
〕
、
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
こ
と
を

(
4
0
)

討
論
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
」
と
述
べ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

る
と
、
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
は
政
府
の
改
組
問
題
に
は
慎
重
な
態

度
を
示
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
張
東
謀
は
「
も
し
現
政
府
が
十
分
に
改
組
さ
れ
な

く
と
も
、
政
府
の
上
に
各
党
各
派
の
代
表
を
一
同
に
集
め
た
円
卓
会
議

を
設
置
し
、
〔
そ
れ
が
〕
国
難
期
間
内
の
一
切
の
重
大
問
題
を
議
決
し

さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
も
一
種
の
合
作
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
」
と
も

「
〓
-

主
張
し
、
政
府
を
拘
束
し
う
る
統
一
指
導
部
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

救
国
会
派
知
識
人
の
み
な
ら
ず
、
r
自
由
評
論
」
系
知
識
人
も
単
な
る

協
力
体
制
で
は
な
く
、
統
一
的
な
指
導
部
の
必
要
を
説
い
て
い
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
救
国
会
派
知
識
人
は
国
民
党
・
国
民
政
府
と

の
無
用
な
対
立
を
避
け
な
が
ら
も
、
抗
日
戦
争
に
勝
利
す
る
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
全
民
抗
戦
を
実
現
で
き
る
可
能
性
を
、
殊
に
国
民
党
・
国

民
政
府
の
政
策
転
換
を
勝
ち
と
り
う
る
国
内
的
条
件
　
-
　
国
民
党
・
国

民
政
府
内
に
お
け
る
〝
一
致
抗
日
″
勢
力
の
出
現
、
お
よ
び
日
本
帝
国

主
義
と
中
国
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
対
立
の
激
化
　
-
　
を
見
つ
け
出

(
4
2
)

し
、
そ
れ
を
一
九
三
六
年
半
ば
ま
で
に
体
系
化
し
て
、
そ
の
可
能
性
を

実
現
す
る
た
め
に
各
政
治
勢
力
、
各
階
扱
・
階
層
に
積
極
的
に
働
き
か

(
4
3
)

け
の
で
あ
る
。
救
国
会
派
知
識
人
と
比
べ
る
と
、
『
自
由
評
論
』
　
系
知
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抗日言論の一潮流(水羽)

識
人
は
、
抗
日
統
一
戦
線
を
樹
立
す
る
た
め
の
具
体
的
な
運
動
論
を
創

り
出
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
革
命
努
力
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
抗
日
民
族
統
一
戦
線

ヽ

　

ヽ

は
「
革
命
を
直
接
の
目
標
と
し
な
い
で
、
い
わ
ば
中
間
的
な
目
標
を
め

(
4
4
)

ざ
す
た
た
か
い
の
中
で
」
形
成
さ
れ
た
政
治
組
織
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
抗
日
統
一
戦
線
運
動
史
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
を
念
頭
に

お
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
「
革
命
の
戦
略
に
し
た
が
っ
て
中
間
的

(
4
5
)

な
目
標
を
追
求
し
て
い
く
」
　
こ
と
に
な
っ
た
中
共
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

ほ
か
の
政
治
勢
力
の
革
命
に
対
す
る
対
応
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
面
の
政
治
課
題
に
対
す
る
対
応
だ
け
で
な
く
、
そ

の
対
応
の
基
底
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
日
中
全
面
戦
争
期
、
抗
戦
勝
利
後

の
活
動
を
通
じ
て
各
政
治
勢
力
が
創
り
出
そ
う
と
し
た
新
中
国
の
イ

メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ⅱ
　
民
主
政
治
を
め
ぐ
る
論
調

『
自
由
評
論
」
系
知
識
人
も
上
記
の
時
期
、
繰
り
返
し
民
主
政
治
の

実
現
を
求
め
て
い
た
。
彼
ら
が
一
貫
し
て
追
求
し
て
い
た
民
主
化
要
求

と
は
、
政
治
活
動
の
自
由
、
「
人
権
と
自
由
」
の
獲
得
な
ど
で
あ
り
、

(
4
6
)

最
終
的
に
は
「
憲
政
」
　
の
実
施
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
語
ら
れ
た
「
憲
政
」
は
「
法
治
」
　
の
実
現
を
内
容
の
一
つ
と
し
て
い

た
。
「
法
治
」
と
は
○
従
来
種
々
の
特
権
を
有
し
て
い
た
国
民
党
員
を

含
め
、
一
切
の
人
が
同
じ
法
律
の
拘
束
を
受
け
、
㊤
一
切
の
人
が
法
律

上
同
じ
権
利
を
享
受
す
る
と
い
う
も
の
で
、
具
体
的
に
は
人
身
の
保
護
、

言
論
・
思
想
・
出
版
・
集
会
の
自
由
等
、
基
本
的
人
権
の
擁
護
を
内
容

と
し
て
い
た
。
「
民
主
」
政
治
の
実
現
も
「
憲
政
」
実
現
の
必
須
の
条

件
で
あ
っ
た
が
、
「
民
主
」
政
治
の
原
則
と
し
て
主
権
在
民
を
掲
げ
、

そ
の
内
容
と
し
て
人
民
が
政
府
の
最
高
指
導
者
を
選
択
し
、
政
府
財
政

の
収
支
を
決
定
し
、
政
治
上
の
重
要
な
政
策
を
決
定
す
る
、
と
い
う
三

点
が
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
武
力
に
よ
ら
な
い
政
権
の
移
譲
の
方
法

を
憲
法
で
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
立
憲
構
想
に
基
づ
く
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
に
と
っ
て

国
民
党
の
「
訓
政
」
す
な
わ
ち
一
党
専
制
は
と
う
て
い
容
認
で
き
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
国
民
党
・
国
民
政
府
の
国
民
大
会
組

織
原
則
・
同
選
挙
法
、
「
五
・
五
憲
法
草
案
」
′
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
論
調

に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
国
民
大
会
に
つ
い
て
は
、
○
被
選
挙

人
の
資
格
が
限
定
さ
れ
て
い
る
う
え
に
省
政
府
お
よ
び
中
央
政
府
に
よ

っ
て
最
終
的
な
代
表
候
補
者
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
㊤
国
民
党
中
央
執

行
・
監
察
委
員
、
同
候
補
委
員
が
国
民
大
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ

と
、
㊤
政
府
主
席
、
お
よ
び
各
院
、
部
の
長
官
ら
も
大
会
の
メ
ン
バ
ー

と
な
る
こ
と
な
ど
、
に
強
い
不
溝
が
表
明
さ
れ
た
。
彼
ら
は
か
か
る
国

民
大
会
に
よ
っ
て
民
主
政
治
お
よ
び
国
内
の
団
結
を
実
現
で
き
る
も
の

(
4
7
)

で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
前
途
を
悲
観
し
た
。

憲
法
草
案
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
に
論
議
を
集
中
さ
せ
た
。
第
一
の

点
は
、
憲
法
草
案
が
第
一
条
で
中
華
民
国
を
「
三
民
主
義
共
和
国
」
と

し
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
梁
実
秋
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
中

華
民
国
の
人
民
が
三
民
主
義
を
信
仰
し
な
い
こ
と
は
必
ず
し
も
悪
い
こ

(
4
8
)

と
で
は
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
〔
国
民
党
以
外
の
〕
他
党
の
活
動
の
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機
会
の
有
無
と
憲
法
草
案
の
第
一
条
の
条
文
と
は
大
変
に
関
係
が
あ
る

(
4
9
)

ら
し
い
」
と
述
べ
て
、
三
民
主
義
を
奉
ず
る
国
民
党
以
外
の
政
治
集
団

が
合
法
化
さ
れ
る
か
否
か
に
疑
念
を
表
わ
し
た
。
第
二
の
点
は
、
憲
法

草
案
第
四
十
四
条
「
総
統
の
緊
急
時
期
に
お
け
る
命
令
権
」
に
つ
い
て

で
あ
り
、
羅
隆
基
は
「
中
国
の
将
来
の
行
政
制
度
は
総
統
制
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
「
中

国
の
将
来
の
総
統
が
世
界
各
国
の
法
律
上
最
も
有
力
な
総
統
」
に
な
る

(
5
0
)

と
述
べ
、
個
人
独
裁
へ
の
強
い
危
健
の
念
を
表
明
し
た
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
、
民
主
政
治
の
実
現
に
よ
る
抗
戦
体
制

の
創
出
を
目
指
し
、
国
民
党
・
国
民
政
府
の
「
憲
政
」
へ
の
移
行
の
ポ
ー

ズ
の
本
質
を
み
ぬ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
『
自
由
評
論
し

系
知
識
人
は
た
だ
単
に
抗
日
の
た
め
だ
け
に
民
主
政
治
の
実
現
を
求
め

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
羅
隆
基
の
「
旦
別
の
世
界
は
民
主
制

と
独
裁
と
の
競
争
の
時
代
で
あ
る
。
民
主
制
は
つ
い
に
は
最
後
の
勝
利

を
う
る
。
…
…
〔
そ
七
て
、
民
主
政
治
以
上
の
政
治
制
度
は
な
い
。
〕

こ
の
た
め
、
私
は
ど
ん
な
時
で
も
民
主
、
そ
し
て
憲
政
を
語
る
べ
き
だ

(
5
1
)

と
思
う
」
と
い
う
発
言
に
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

羅
隆
基
は
普
遍
的
な
原
理
と
し
て
の
民
主
政
治
の
優
位
性
を
主
張
し
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
張
東
謀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
中
国
の
近
代
化
を

進
め
る
た
め
に
各
派
の
合
作
の
実
現
を
求
め
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
合
作
を
戦
時
に
限
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
戦
前
と
戦
後
に
お
い
て
も
ま
た
、
合
作
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
戦
時
は
当
然
い
う
ま
で
も
な
い
。

戦
後
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
未
解
決
の
事
態
を
収
拾
す
る

建
設
で
あ
る
。
こ
の
種
の
建
設
も
ま
た
、
各
派
の
合
作
に
よ
ら
な

(
5
2
)

け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
抗
日
戦
争
を
単
に
日
本
の
侵
略
の
排
除

と
し
て
で
は
な
く
、
新
た
な
中
国
の
建
設
の
た
め
の
一
段
階
と
し
て
位

置
づ
け
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
民
主
の
実
現
を
求
め
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら

の
民
主
化
要
求
の
背
景
に
は
、
抗
日
期
さ
ら
に
は
抗
戦
後
を
も
射
程
に

入
れ
た
あ
る
べ
き
中
国
政
治
　
-
　
そ
の
理
論
的
体
系
化
と
し
て
の
国
家

イ
メ
ー
ジ
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
『
自
由
評
論
」
系
知
識
人
の
国
家
構
想
の
原
型
と
は
、
お
そ

ら
く
一
九
三
二
年
五
月
に
国
社
党
の
綱
領
的
文
書
と
し
て
『
再
生
」
創

刊
号
に
発
表
さ
れ
た
「
我
椚
要
説
的
話
」
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
測

し
て
い
る
。

「
我
椚
要
説
的
話
」
で
示
さ
れ
た
国
家
構
想
(
図
参
照
)
の
特
教
の

第
一
は
、
国
民
党
の
一
党
専
制
を
拒
否
し
、
三
権
分
立
が
主
張
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
、
選
挙
権
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
が
直
接
普

通
選
挙
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
第
二
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
、
中
国
の
資
本
主
義
化
と
民
衆
の
生
活
の
安
定
と
を
結
び
つ
け

た
政
策
の
必
要
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

〔
生
産
を
大
量
に
増
加
さ
せ
る
有
効
な
方
法
は
〕
国
家
資
本
の

掛
掛
か
か
卦
か
掛
掛
票
ひ
か
借
か
掛
掛
を
か
掛
か
船
外
芸

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

め
、
統
一
計
画
の
下
で
〔
生
産
を
〕
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
(
二

四
頁
)
。

わ
れ
わ
れ
は
私
有
財
産
制
を
承
認
す
る
と
い
っ
て
も
、
い
ま
ま

で
そ
の
弊
害
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
〔
そ
の
弊
害
は
富
の
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政治制度

司
法
機
関
一
拐
欝
謂
外
一
1
切
の
法
院
は
司
法
の
独
立
を
保
持
す
る

行
政
機
関
(
中
央
行
政
院
=
内
閣
)
-
行
政
委
員
会
-
(
職
権
)

対
外
的
に
は
国
家
を
代
表
す
る

「
全
国
経
済
会
芸
凋
藷
緋
撃
た
代
表
)
-
全
国
経
済
建
設
の
諮
諭
機
関

「
対
内
的
に
は
法
令
を
交
付
す
る

立
法
機
関
一
靂
讐
③

人
民
に
よ
っ
て
直
接
に
選
挙
さ
れ
た

若
干
の
議
員
を
以
て
こ
れ
を
組
織
す
る

職
権
の
制
限

中
央
行
政
委
員
の
選
挙

立
法

予
算
決
議
案
の
議
決

国民代表会議

行
政
大
綱
を
議
決
す
る

憲
法
を
議
定
す
る

①　国民代表会議は国家主権を行使する。公民全体が数万人に一名を選出し国民代表会議を
組織する。その職権は(甲)憲法起草委員と修正案起草委員の選挙、(乙)憲法と憲法ド
正案の議決、(丙)政府が提起した経済建設など各種の定期建設の計画大綱の議決。

(9　政治制度中には専門家をして地位を占有させて、党派の操縦を減らし、臨機応変に対に
できるようにする。

(∋　各級の議会の選挙は普通選挙を原則とする。被選挙権は人民の能力・資格を標準として
定める。

④　われわれは不信任投票によって行政が立法に従って次々に変わっていくことをもはや㌃
っていない。当然また弾刻制度も願わない。ただし、中央行政委員は中央議会が選出し、
その任期は中央議会議員と同様とする。　　　　　　　　　(「我椚要説的話」よの
※　なお、国民代表会議と中央議会の関係について「支那に於ける国家社会主義運動」(r東

亜』九巻九号、一九三六年)では、「第一次会議は国民代表会議と称し、第二次以降は
中央会議と呼ぶ」、「国民代表会議は中央会議を代表して職権を行使する」と説明している。

※※　上記図の作成に当っては前掲「支那に於ける国家社会主義運動」を参照した。
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偏
在
に
あ
る
が
…
…
〕
も
し
私
産
を
少
数
の
人
の
手
中
に
集
中
さ

せ
ま
い
と
す
れ
ば
、
若
干
の
種
類
の
産
業
を
必
ず
公
有
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
三
一
～
二
頁
)
。

国
杜
党
は
当
時
の
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
経
済
の
発
展
の
方
策
と
し

て
、
国
家
資
本
主
義
の
必
要
を
説
く
と
同
時
に
、
資
本
主
義
の
発
展
に

と
も
な
う
貧
富
の
差
の
増
大
な
ど
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
も
、
政
府

介
入
の
拡
大
を
求
め
た
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
九
二
八
」
以
来
の
日
本
の
侵
略
と
い
う
情

況
の
下
で
組
織
さ
れ
た
国
社
党
は
、
民
族
的
な
危
機
を
克
服
し
、
中
国

の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
を
推
進
す
る
国
家
構
想
を
提
示
し
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
国
家
構
想
は
、
確
か
に
『
自
由
評
論
』
誌
上
で
明
確
に
再

提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
我
椚
要
説
的
話
」
　
の
い
く
つ
か

の
注
目
す
べ
き
政
策
要
求
の
な
か
に
は
三
六
年
段
階
で
取
り
下
げ
ら
れ

た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
自
由
評
論
』
誌
上
で
示
さ
れ
た

あ
れ
こ
れ
の
政
治
要
求
　
-
　
た
と
え
ば
憲
政
要
求
の
内
容
は
、
「
我
椚

要
説
的
話
」
　
の
枠
内
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
一
九
四

六
年
新
中
国
文
献
出
版
社
か
ら
軋
版
さ
れ
た
『
中
国
新
民
主
運
動
中
的

党
派
』
　
で
は
、
張
君
勘
の
『
立
国
之
道
』
(
一
九
三
八
年
)
と
と
も
に
、

「
我
椚
要
説
的
話
」
を
国
杜
党
の
綱
領
的
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
て
お

り
、
同
時
代
人
は
、
抗
戦
期
間
を
通
じ
て
国
杜
党
の
国
家
構
想
は
一
貫

し
た
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
国
社
党
員
が
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
抗
戦
後
を
も
見
通
し
っ
つ
、
民
族
の
自

立
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
を
推
進
す
る
た
め
に
構
想
し
て
い
た
国
家
構
想

は
、
本
質
的
に
は
一
貫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
国
家
構
想
を
も
っ
た
『
自
由
評
論
』
系
知
識

人
の
中
国
変
革
の
最
終
的
な
目
的
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
自
由
評
論
』
誌
上
で
は
、
二
月
に
張
東
萩
が
「
八
・
一
宣
言
」
を
紹

介
し
て
以
来
、
中
共
に
関
す
る
種
々
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
四
月
に

染
実
秋
は
中
共
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

私
の
も
っ
と
も
共
産
党
に
対
し
て
不
満
な
点
は
、
そ
れ
が
民
族

精
神
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
私
が
不
満
と
す
る
第

二
の
点
は
、
そ
れ
が
私
有
財
産
制
を
仇
祝
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

…
…
第
三
の
点
は
彼
ら
の
反
民
主
主
義
的
な
態
度
で
あ
る
。
彼
ら

は
政
治
の
面
で
は
一
党
専
制
を
行
な
お
う
と
し
、
思
想
の
方
面
で

り
亜
爪

は
自
己
と
異
な
る
も
の
を
排
斥
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
中
共
批
判
は
「
我
椚
要
説
的
話
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
で

あ
り
、
こ
う
し
た
批
判
か
ら
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
が
中
共
を
統
一

戦
線
に
含
む
姿
勢
を
示
し
っ
つ
も
中
共
と
一
線
を
画
し
、
資
本
主
義
体

制
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

そ
の
後
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
羅
隆
基
は
中
共
を
統
一
戦
線
に
含

む
こ
と
を
明
示
し
っ
つ
も
、
同
時
に
「
思
想
上
に
お
い
て
は
、
共
産
主

義
に
反
対
」
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
梁
実
秋
は
六
月
に
入
っ
て
も
統
一

戟
線
内
に
お
け
る
"
滅
共
"
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
提
示
し
た
。

現
在
全
国
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
共
産
党
問
題
も
、
社
会
の
不

公
道
〔
=
国
民
党
・
国
民
政
府
の
一
党
専
制
支
配
と
民
衆
の
生
活

の
困
窮
と
〕
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
・
‥
…
「
外
を

疾
う
に
は
必
ず
内
を
安
ん
ず
る
を
先
と
す
る
」
〔
政
策
〕
に
も
部

分
的
に
は
か
な
り
の
正
統
性
が
あ
る
。
〔
・
…
‥
し
か
し
な
が
ら
〕
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私
の
見
る
と
こ
ろ
、
安
内
の
唯
一
の
方
法
は
公
道
の
実
現
で
あ

(
5
4
)

る
。

「
自
由
評
論
」
系
知
識
人
の
中
国
変
革
の
最
終
的
な
目
的
は
民
族
の
自

立
と
中
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
か
、
真
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
の
実
現
を
望
む
な
ら
ば

労
働
者
・
農
民
の
政
治
参
相
を
積
極
的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
自
由
評
論
し
系
知
識
人
は
労
農
大
衆
の
政
治
参
加
を
承

認
し
っ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
彼
ら
の
政
治
参
加
を
制
限
し
よ
う
と
も
し

て
い
る
。
か
つ
て
「
我
椚
要
説
的
話
」
は
、
国
民
代
表
会
議
の
被
選
挙

権
に
つ
い
て
「
人
民
の
能
力
、
資
格
を
も
っ
て
標
準
と
し
…
…
」
と
規

定
し
、
他
方
で
「
政
治
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
は
専
門
家
に
地
位
を
占

有
さ
せ
、
党
派
に
よ
る
操
縦
を
減
ら
し
、
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
す
る
」
と
述
べ
、
能
力
や
資
格
の
あ
る
も
の
や
専
門
家
と
一
般
大

衆
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
三
六
年
段
階
で
も
羅
隆
基
は
、

「
自
由
」
と
「
平
等
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

民
主
は
個
人
の
平
等
を
承
認
す
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
「
天
賦

人
権
」
派
の
学
説
が
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
こ

と
を
認
め
た
り
、
自
然
社
会
の
な
か
の
人
類
は
も
と
も
と
平
等
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
承
認
し
た
り
す
る
こ
と
と
は
違
う
。
…
…
い

わ
ゆ
る
自
由
も
ま
た
、
天
賦
人
権
派
の
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

(
5
5
)

の
自
由
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
羅
隆
基
の
い
う
「
自
由
」
、
「
平
等
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
実

質
的
な
意
味
で
の
保
障
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
梁
実
秋
が
「
私

た
ち
が
必
要
な
の
は
『
公
平
』
　
曾
s
t
i
c
e
)
　
で
あ
っ
て
『
平
均
』

(
5
6
)

(
e
q
u
a
-
i
t
y
)
　
で
は
な
い
」
と
主
張
し
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い

え
る
。
羅
隆
基
や
梁
実
秋
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
個
々
人
の
生
ま
れ
な

が
ら
の
「
資
質
」
、
「
能
力
」
の
差
に
よ
っ
て
「
幸
福
」
の
獲
得
の
程
度

に
差
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
と
い
う
発
想
は
、
容
易
に
労
農
大
衆
の
政

治
参
加
を
制
限
す
る
態
度
と
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
な
お
、
梁

実
秋
は
銀
行
資
本
家
の
代
表
的
人
物
・
張
公
権
、
呉
鼎
昌
、
教
育
界
の

重
鎮
・
翁
文
激
ら
が
国
民
政
府
に
参
加
し
た
こ
と
を
民
主
政
治
の
一
歩

(
5
7
)

前
進
と
み
な
し
て
い
る
。

「
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
大
衆
の
政
治
参
加
を
制
限
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
国
社
党
の
政
治
綱
領
に
沿
っ
た
言
論
活
動
を

行
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
い
わ
ば
政
党
レ
ベ
ル
で
の
活
動
を

中
心
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
抗
日
と
民
主
と
の
実
現
に
運
動
の
目

標
を
限
定
し
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
救
国

会
派
知
識
人
と
は
そ
の
活
動
の
形
態
を
大
き
く
異
に
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
救
国
会
派
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
毒
弦
の
場
合
は
、
中
国
社
会

の
現
状
で
は
普
通
選
挙
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
職
能

代
表
制
に
基
づ
く
国
防
会
議
を
提
唱
し
な
が
ら
も
、
労
働
者
・
農
民
の

代
表
が
最
高
権
力
機
関
と
し
て
の
国
防
会
議
で
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め

(
5
8
)

る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

葦
弦
の
よ
う
な
主
張
が
救
国
会
派
知
識
人
の
な
か
で
ど
の
程
度
一
般

的
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
明
確
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
抗

日
救
国
の
た
め
の
初
歩
政
治
綱
領
」
(
「
綱
領
」
)
が
「
労
働
者
が
人
民

抗
敵
努
力
中
の
も
っ
と
も
果
敢
な
、
も
っ
と
も
組
織
的
な
要
素
で
あ
る

こ
と
は
、
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
、
同
時
に
「
人

35



ロ
の
八
割
以
上
を
占
め
る
農
民
」
を
抗
日
に
立
ち
あ
が
ら
せ
る
こ
と
の

(
5
9
)

必
要
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
論
理
的
に
は
多
く
の
救
国
会

派
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
提
言
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
『
自
由
評

論
』
系
知
識
人
は
救
国
会
派
知
識
人
ほ
ど
に
は
、
「
労
苦
大
衆
と
同
じ

(
6
0
)

道
に
立
ち
、
共
同
し
て
民
族
の
革
命
〔
的
〕
解
放
の
戦
争
を
進
め
る
」

こ
と
を
望
ん
で
は
お
ら
ず
、
労
働
者
・
農
民
の
全
面
的
な
政
治
参
加
を

充
分
に
は
認
め
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と
救
国
会
派
知
識
人
と
の
民
主
化
要
求
の

大
き
な
違
い
は
、
労
農
大
衆
の
政
治
参
加
要
求
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な

民
主
主
義
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
「
耕
老
有
其
田
」
を
め
ぐ
る
対
応
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
救
国
会
派
知
識
人
が
「
綱
領
」
に
お
い
て
抗
日
地

主
の
合
理
的
な
生
活
を
認
め
る
と
と
も
に
、
農
民
の
抗
日
へ
の
動
員
の

た
め
に
は
「
耕
老
有
其
田
」
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
の
に
対
し
(
邦

訳
一
七
六
頁
)
、
「
我
椚
要
説
的
話
」
が
「
耕
老
有
其
田
」
的
政
策
〔
=

「
法
律
と
公
道
に
依
っ
て
佃
農
を
自
作
農
に
変
え
る
」
政
策
〕
を
掲
げ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
社
党
員
が
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
『
自

由
評
論
』
系
知
識
人
は
土
地
問
題
の
解
決
の
必
要
を
認
め
な
が
ら
も
、

(
6
1
)

「
耕
老
有
其
田
」
を
当
面
の
政
策
要
求
か
ら
は
ず
し
た
の
で
あ
る
。

救
国
会
派
知
識
人
が
「
耕
者
有
其
田
」
を
要
求
し
た
の
は
、
な
に
よ

り
も
農
民
を
抗
戦
に
動
員
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
中
国
社

会
に
お
い
て
は
封
建
的
な
勢
力
の
力
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う

(鑓)

認
識
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
「
民
族
革
命
」
の

課
題
を
反
帝
国
主
義
反
封
建
主
義
の
実
現
と
考
え
、
抗
日
戦
争
の
遂
行

・
勝
利
を
「
民
族
革
命
」
実
現
の
た
め
の
「
当
面
の
主
要
任
務
」
と
位

(
5
3
)

置
づ
け
た
こ
と
に
も
因
る
。
つ
ま
り
、
国
共
合
作
を
基
軸
と
す
る
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
を
準
備
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
抗
日
戦

争
を
遂
行
し
、
そ
れ
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
抗
日
地
主
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
農
民
を
封
建
的
抑
圧
か
ら
解
放
す
る
「
耕
老
有
其
田
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
『
自
由
評
論
」
系
知
識
人
は
土
地
分
配
問
題
は
重
要
で
あ
る

が
、
現
在
農
村
を
苦
し
め
て
い
る
最
大
の
要
因
は
天
災
と
人
災
で
あ
る

と
し
、
当
面
農
民
は
フ
ォ
ー
ド
の
自
動
車
を
持
と
う
と
し
な
い
の
と
同

様
、
「
耕
老
有
其
田
」
　
の
よ
う
な
上
す
べ
り
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
実
現
を

望
ん
で
は
お
ら
ず
、
苛
掲
雑
税
、
軍
閥
の
搾
取
な
ど
を
廃
止
す
べ
き
で

(
6
4
)

あ
る
と
し
た
。

一
九
三
六
年
段
階
に
お
い
て
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
が
「
耕
者
有

其
田
」
を
当
面
の
課
題
か
ら
は
ず
し
た
の
は
、
彼
ら
が
中
国
農
村
に
お

け
る
資
本
主
義
経
営
の
発
展
の
可
能
性
を
極
め
て
低
く
評
価
し
な
が
ら

も
、
「
農
村
に
お
い
て
は
、
大
地
主
は
確
実
に
極
め
て
少
な
い
」
と
認

(
6
5
)

識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
う
え
彼
ら
は
、
地
主
と
小
作
人
と
の

対
立
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
程
、
「
単
純
に
尖
鋭
的
で
は
な
い
」

し
、
地
主
に
よ
る
搾
取
も
そ
れ
程
「
惨
酷
で
刻
薄
で
も
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
う
し
た
農
村
に
お
け
る
階
級
対
立
を
軽
視
す
る
立
場
を
、

不
在
地
主
の
存
在
を
農
村
問
題
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
立
場
と
併
わ

せ
考
え
る
と
、
「
自
由
評
論
し
系
知
識
人
は
農
民
の
生
活
向
上
を
追
求

し
て
い
た
と
は
い
え
、
中
国
農
村
に
お
け
る
封
建
的
な
勢
力
の
存
在
を

軽
視
し
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
民
主
政
治
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抗日言論の一潮流(水羽)

の
実
現
を
強
く
求
め
て
い
た
が
、
労
働
者
・
農
民
の
政
治
参
加
を
積
極

的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
視
点
が
弱
く
、
政
党
レ
ベ
ル
で
の
活
動
を
中

心
と
し
、
活
動
形
態
の
う
え
で
救
国
会
派
知
識
人
と
質
的
と
も
い
え
る

(餌)

違
い
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
違
い
は
農
村
問
題
に
つ
い
て
十
分
な
認
識

を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
点
せ
併
せ
考
え
る
と
、
抗
日
戦
争
を
通
じ
て
民

族
の
自
立
と
民
主
主
義
の
実
現
と
い
う
課
題
の
達
成
を
ど
の
よ
う
に
準

備
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
両
グ
ル
ー
プ
の
違
い
と
密
接
に
関

連
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
救
国
会
派
知
識
人
と
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と

は
、
国
民
党
に
よ
る
一
党
専
制
に
対
す
る
批
判
と
抗
日
統
一
戦
線
の
樹

立
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
抗
日
運
動
史
研
究
の
観
点
に
立
つ

時
、
こ
の
一
致
点
は
け
っ
し
て
軽
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

結
語

一
九
三
五
年
の
終
り
か
ら
、
一
九
三
]
ハ
年
秋
ま
で
の
段
階
に
お
い
て
、

国
社
党
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
も
積
極
的

に
国
内
の
統
一
と
民
主
と
を
追
求
し
、
国
共
両
党
を
含
ん
だ
抗
日
統
一

戦
線
の
樹
立
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
の
統
一

戦
線
結
成
の
た
め
の
努
力
は
、
か
つ
て
中
西
功
氏
が
い
っ
た
よ
う
に
「
中

国
共
産
党
の
〔
「
八
・
一
宣
言
」
以
後
の
〕
新
戦
略
の
部
分
的
可
能
性

を
暗
示
す
る
徴
侯
」
譚
滴
っ
て
、
「
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
な

い
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
い
え
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
反

共
的
傾
向
の
強
か
っ
た
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
の
、
日
本
の
侵
略
強

化
に
対
す
る
対
応
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
国
民
党
・
国
民
政
府
に
と
っ
て
は
、
抗
日
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
絶
対
的
に
掌
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
の
絶
対
性
を
相
対
化
し
か
ね
な
い
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
の
統

一
・
民
主
の
要
求
は
、
救
国
会
派
知
識
人
の
活
動
と
と
も
に
無
視
で
き

な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
諸
点
に
「
七
・
七
」
以
前

に
お
け
る
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
が
、
抗
日
を
求
め
る
世
論
形
成
に

お
い
て
果
し
た
積
極
的
な
役
割
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
は
救
国
会
派
の
運
動
を
容
認
し
、
そ
れ

を
支
援
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
は
国
民

党
中
央
宣
伝
部
の
救
国
会
派
弾
圧
の
た
め
の
文
献
・
「
告
国
人
書
」
(
一

九
三
六
年
二
月
)
に
対
し
て
、
救
国
会
派
が
た
と
え
中
共
に
操
ら
れ
、

「
政
府
の
転
覆
」
や
「
中
央
反
対
」
を
唱
え
た
と
し
て
も
、
「
危
害
民

国
」
「
反
逆
」
の
罪
名
を
か
ぶ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

救
国
会
派
の
「
宣
言
」
は
ま
だ
「
秩
序
を
破
壊
」
し
て
は
い
な
い
し
、

頸
力
に
よ
る
擾
乱
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
『
自
由
評
論
』
　
三
十
四
期
(
三
六
年
七
月
二
十
五
日
)

に
は
、
平
洋
学
連
の
「
上
海
平
津
各
救
国
団
体
請
願
代
表
団
栗
京
紀
詳
」

が
転
載
さ
れ
、
救
国
会
派
知
識
人
の
国
民
党
五
期
二
中
全
会
に
対
す
る

活
動
を
広
く
知
ら
せ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
救
国
会
派
知
識
人
も
『
永
生
』
編
集
部
が
胡
適
を
代
表
と
す

る
自
由
主
義
者
を
統
一
戦
線
か
ら
排
除
し
な
い
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
に

(
6
9
)

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
知
識
人
内
部
に
お
け
る
統
一
を
追
求
し
て
い
っ

た
。
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と
救
国
会
派
知
識
人
と
の
問
に
、
人
的
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つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
運
動
に
お
け
る
連
繋
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で

(
7
0
)

き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
抗
日
統
一
戦
線
の
樹
立
と
い
う
点
に
関
し
て

い
え
ば
、
互
い
に
そ
の
活
動
を
許
容
し
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
「
九
・
一
八
」
以
来
の
抗
日
世
論
が
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
政
治

潮
流
を
含
み
な
が
ら
も
、
し
だ
い
に
一
つ
の
う
ね
り
を
形
成
し
て
い
っ

た
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
た
。

だ
が
、
一
九
三
七
年
に
入
っ
て
日
中
全
面
戦
争
が
始
ま
り
、
そ
れ
に

と
も
な
っ
て
第
二
次
国
共
合
作
が
正
式
に
成
立
し
、
さ
ら
に
翌
三
八
年

に
は
国
民
参
政
会
が
開
催
さ
れ
る
と
い
う
情
況
の
下
、
羅
隆
基
ら
は
中

国
青
年
党
の
左
舜
青
な
ど
と
も
に
四
一
年
、
全
救
達
を
排
除
す
る
と
い

(
7
1
)

う
形
で
民
主
政
団
同
盟
を
組
織
し
た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
羅
隆
基
ら
の

セ
ク
ト
的
態
度
は
し
だ
い
に
是
正
さ
れ
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
事
態

は
、
お
そ
ら
く
一
九
三
六
年
段
階
で
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
救
国
会
派

知
識
人
と
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と
の
問
の
相
違
1
中
国
の
民
族

的
自
立
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
と
の
方
法
を
め
ぐ
る
本
質
的
と
も
い
え
る
相

違
　
-
　
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
面
の
課
題
で
あ
っ
た

抗
日
全
面
戦
争
の
発
動
と
抗
日
統
一
戦
線
の
樹
立
と
が
実
現
し
、
民
主

政
治
の
実
現
と
い
う
課
題
も
、
、
一
応
形
式
的
に
は
達
成
さ
れ
る
と
い
う

情
勢
の
な
か
で
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
『
自
由
評
論
し
系
知
識
人
お
よ
び
救
国
会
派
知
識
人
に
と

っ
て
、
「
七
・
七
」
以
前
の
課
題
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
〝
日
本
の
侵
略

を
排
除
す
る
た
め
に
い
か
な
る
国
内
態
勢
を
作
り
出
す
か
〃
と
い
う
問

い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
抗
日
と
は
、
た
だ
単

に
日
本
の
侵
略
を
排
除
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
抗
日
を
通
じ
て
い

か
な
る
中
国
の
建
設
を
ど
の
よ
う
に
準
備
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
も
密

接
に
か
ら
ん
だ
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
民
主
政
治
を
め
ぐ
る
相
違
点
も
存
在
し
、
そ
の
違
い
は
、
「
七
・

七
」
以
後
に
お
い
て
明
確
に
現
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
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註
(
1
)
　
救
国
会
派
知
識
人
と
は
全
教
達
へ
と
結
集
し
て
い
っ
た
知
識
人
を
指

し
て
お
り
、
国
民
党
統
治
区
に
お
け
る
中
共
地
下
党
員
か
ら
、
プ
ル
ジ

ョ
ヮ
=
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
さ
れ
る
章
乃
器
、
「
国
家
主
義
派
の
陸
将
」

と
い
わ
れ
る
王
造
時
ま
で
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
救
国

会
派
知
識
人
は
「
抗
日
救
国
の
た
め
の
初
歩
政
治
綱
積
」
な
ど
に
示
さ

れ
た
共
通
認
識
を
も
つ
に
至
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
共
通
面
で
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
て
い
た
と
捉
え
て
い
る
。

(
2
)
　
「
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
為
旦
剛
時
局
告
同
胞
書
」
r
紅
旗
週
報
」

二
七
期
、
一
九
三
一
年
十
二
月
(
日
本
国
際
問
題
研
究
所
所
蔵
焼
き
つ

け
本
)
。

(
3
)
　
菊
池
貴
暗
「
中
国
革
命
に
お
け
る
第
三
勢
力
の
成
立
と
展
開
」
(
r
講

座
中
国
近
現
代
史
】
七
巻
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
年
)
、
同
「
罫

演
達
と
第
三
党
に
つ
い
て
」
(
「
福
大
史
三
三
十
号
、
一
九
八
〇
年
)
、

同
「
黄
炎
培
と
中
華
職
業
教
育
派
に
つ
い
て
」
(
上
)
・
(
下
〓
「
福
大

史
学
」
　
三
一
、
三
二
号
、
一
九
八
一
年
)
、
同
「
杜
重
遠
の
民
族
民
主

運
動
」
(
r
福
大
史
学
」
三
六
号
、
一
九
八
三
年
)
、
同
「
意
君
酌
と
国

家
社
会
党
に
つ
い
て
」
(
r
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
」
　
三
十
五
号
二

九
八
三
年
)
な
ど
。
な
お
、
平
野
正
氏
も
「
知
識
人
層
に
お
け
る
統
一
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乾
緒
論
の
特
教
」
(
r
中
国
研
究
し
　
六
七
号
、
一
九
七
五
年
)
　
で
第
三
党

に
つ
い
て
、
ま
た
「
伝
統
的
士
大
夫
の
典
型
　
染
漱
瞑
」
(
同
『
中
国

の
知
識
人
と
民
主
主
義
思
想
J
研
文
出
版
、
一
九
八
七
年
)
に
お
い
て

梁
瀬
浜
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
が
い
ず
れ
も
彼
ら
と
救
国
会
派
と
の

相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
力
点
を
お
き
、
第
三

党
な
ど
に
低
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
菊
池
氏
の
観

点
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
(
と
は
い
え
、
菊
池
氏
も
張
君
劫
に
つ

い
て
は
、
他
の
「
第
三
勢
力
」
系
知
識
人
と
比
べ
て
相
対
的
に
低
い
評

価
を
下
し
て
い
る
)
。
本
稿
は
r
自
由
評
論
」
　
で
主
張
さ
れ
た
抗
日
論

調
と
救
国
会
派
と
の
共
通
点
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
の
相
違
点
に
つ
い

て
は
そ
の
違
い
が
生
じ
た
要
因
に
つ
い
て
初
歩
的
に
言
及
す
る
。

(
4
)
　
横
山
英
「
抗
日
大
衆
運
動
の
展
開
」
(
上
)
・
(
中
)
・
(
下
〓
r
中
国

研
究
」
　
三
〇
、
三
一
、
三
二
号
、
一
九
七
二
年
)
、
平
野
正
r
中
国
革

命
の
知
識
人
J
(
日
中
出
版
、
一
九
七
七
年
)
等
。

(
5
)
　
さ
し
あ
た
り
、
中
国
現
代
史
研
究
全
編
「
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
し

(
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
)
総
論
お
よ
び
第
3
編
第
一
二
一
章
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
　
「
支
那
に
於
け
る
国
家
社
会
主
義
運
動
」
(
「
東
亜
」
　
九
巻
九
号
、
一

九
三
六
年
)
に
紹
介
さ
れ
た
「
国
家
社
会
主
義
綱
領
」
(
「
再
生
し
三
巻

一
号
、
一
九
三
五
年
三
月
十
五
日
)
　
の
要
約
に
よ
る
。
こ
の
要
約
で
紹

介
さ
れ
た
政
治
主
張
は
、
今
日
国
社
党
の
綱
領
的
文
書
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
(
註
(
7
)
　
の
文
献
参
照
)
「
我
椚
要
説
的
話
」
(
r
再
生
し

創
刊
号
、
一
九
三
二
年
五
月
)
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。
相
違
点
と
し

て
は
、
「
国
家
社
会
主
義
綱
領
」
　
で
は
国
民
代
表
会
議
の
被
選
挙
資
格

と
し
て
新
た
に
「
他
国
の
指
揮
を
受
け
な
い
党
は
斉
し
く
選
挙
に
参
与

す
」
と
い
う
条
文
を
つ
け
加
え
、
反
共
姿
勢
を
よ
り
明
確
に
し
た
こ
と

な
ど
を
指
摘
で
き
る
が
、
「
我
椚
要
説
的
話
」
に
お
い
て
も
一
貫
し
た

反
共
姿
勢
が
貫
か
れ
て
お
り
、
本
質
的
な
差
異
と
は
考
え
難
い
。

(
7
)
　
孫
子
和
編
r
民
国
政
党
史
料
」
(
正
中
書
局
、
一
九
八
一
年
)
。
朱
建

華
・
宋
春
主
編
r
中
国
近
現
代
政
党
史
j
(
黒
竜
江
人
民
出
版
社
、
一

九
八
四
年
)
。

(
8
)
・
(
9
)
　
前
掲
「
支
那
に
お
け
る
国
家
社
会
主
義
運
動
」
一
三
頁
。

(
1
0
)
　
本
稿
で
は
羅
隆
基
ら
と
国
社
党
の
関
係
を
重
視
し
た
が
、
同
時
に
彼

ら
の
う
ち
少
な
く
と
も
羅
隆
基
、
梁
実
秋
、
播
光
且
の
三
人
は
r
新
月
」

派
に
属
し
て
い
た
。
「
新
月
」
派
の
な
か
に
は
胡
適
、
羅
隆
基
、
梁
実

秋
ら
「
人
権
派
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
、
人
権
の
保
障

と
民
主
政
治
の
確
立
と
の
必
要
を
強
調
し
た
。
「
新
月
J
　
人
権
派
に
つ

い
て
は
、
秦
英
居
「
人
権
派
政
治
思
想
浅
折
」
(
r
史
学
月
刊
」
、
一
九

八
六
年
六
期
、
〔
報
刊
資
料
選
彙
、
「
中
国
現
代
史
」
一
九
八
七
年
一
期
〕
、

宮
永
康
・
劉
文
著
・
孫
有
才
「
浅
論
人
権
派
的
政
治
思
想
」
(
r
遼
寧
師

範
大
学
学
報
」
社
会
科
学
版
、
一
九
八
七
年
一
期
〔
同
上
二
期
〕
)
、
劉

健
清
「
人
権
派
論
略
」
(
「
南
開
大
学
j
一
九
八
七
年
二
期
〔
同
前
一
九

八
七
年
五
期
〕
)
参
照
。

(
1
1
)
　
蒋
介
石
「
対
外
関
係
之
報
告
」
r
蒋
総
統
集
j
第
一
冊
(
中
華
学
術

院
、
一
九
]
ハ
〇
年
)
。

(
1
2
)
　
以
上
、
羅
隆
基
「
五
全
代
会
後
的
感
想
」
r
自
由
評
論
」
　
二
期
(
一

九
三
五
年
十
一
月
二
十
九
日
)
。
以
下
、
r
自
由
評
論
」
掲
載
論
文
に
つ

い
て
は
、
期
数
と
発
行
年
月
日
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

(
1
3
)
・
(
1
4
)
　
張
東
謀
「
結
束
訓
政
与
開
党
禁
」
　
言
下
二
九
三
五
年
十
一

月
二
十
二
日
)
。
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(
1
5
)
　
「
楊
立
至
答
覆
平
学
遵
」
『
天
津
益
世
報
』
一
九
三
六
年
二
月
一
八
日
、

「
取
締
平
津
学
連
」
同
上
一
九
三
]
ハ
年
二
月
二
十
一
日
な
ど
一
連
の
新

聞
報
道
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
二
月
二
十
一
日
に
は
、
「
維
持
治

安
緊
急
弁
法
」
が
交
付
さ
れ
、
国
内
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
支
配
が
強
化
さ

れ
て
い
る
。

(
1
6
)
　
「
大
家
郡
不
要
利
用
学
生
」
(
短
評
)
十
三
期
二
九
三
六
年
二
月
二

十
八
日
)
。

(
1
7
)
　
註
1
6
の
ほ
か
に
梁
実
秋
「
我
対
於
学
生
運
動
的
感
想
」
]
ハ
期
二
九

三
五
年
十
二
月
二
十
七
日
)
、
季
長
之
「
在
学
生
運
動
尾
声
中
之
否
認

代
表
出
席
的
事
件
」
九
期
(
一
九
三
六
年
一
月
十
七
日
)
な
ど
一
連
の

学
生
運
動
に
対
す
る
論
評
を
参
照
。

(
1
8
)
　
前
掲
梁
実
秋
「
我
対
於
学
生
運
動
的
感
想
」
。

(
1
9
)
　
張
東
藻
「
評
共
産
党
宣
言
並
論
全
国
大
合
作
」
十
期
(
一
九
三
六
年

二
月
七
日
)
。

(
2
0
)
　
羅
隆
基
「
我
椚
要
什
乞
様
的
憲
政
」
一
号
二
九
三
五
年
十
一
月
二

十
二
日
)
。

(
2
1
)
　
軍
隊
の
編
成
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
三
五
年
秋
か
ら
進

め
ら
れ
て
い
た
国
共
両
党
の
交
渉
で
ば
議
論
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
井
上
久
士
「
国
民
政
府
と
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
形
成
」

(
前
掲
「
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
所
収
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
2
)
　
「
団
結
的
歩
駿
」
(
杜
論
)
『
天
津
益
世
報
』
一
九
三
六
年
六
月
五
日
。

『
天
津
益
世
報
』
　
で
は
時
論
の
場
合
は
署
名
が
あ
り
、
社
論
の
場
合
は

無
署
名
で
あ
る
が
、
「
自
由
評
論
』
　
に
は
r
天
津
益
世
報
』
社
論
が
羅

隆
基
の
署
名
を
付
さ
れ
て
転
掲
さ
れ
て
い
る
(
「
粛
清
反
動
与
製
造
反

動
」
十
四
期
、
一
九
三
]
ハ
年
三
月
ユ
ハ
日
な
ど
)
。
こ
こ
で
は
「
団
結
的

歩
駿
」
も
羅
隆
基
の
も
の
と
想
定
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

(
2
3
)
　
楊
弗
根
「
今
年
的
五
四
」
F
生
活
教
育
』
　
三
巻
四
期
二
九
三
六
年

四
月
十
六
日
)
。

(
2
4
)
・
(
2
5
)
　
同
右
「
今
年
的
玉
出
」
同
上
三
巻
六
期
二
九
三
六
年
五
月

十
六
日
)
。

(
2
6
)
　
章
乃
器
「
連
合
戦
線
的
意
義
和
救
国
陣
線
的
立
場
」
(
上
海
職
業
界

救
国
会
で
の
七
月
十
九
日
の
講
演
、
李
暁
夫
記
録
)
「
上
海
職
業
界
救

国
全
会
刊
』
　
二
期
二
九
三
六
年
八
月
三
日
)
。

(
2
7
)
　
王
等
儒
「
関
於
救
亡
運
動
的
感
想
」
「
水
生
」
一
巻
十
七
期
二
九

三
六
年
六
月
二
十
七
日
)
。

(
2
8
)
　
「
蒋
介
石
委
員
長
政
亡
禦
侮
的
歩
棺
与
限
度
」
r
時
報
』
一
九
三
六
年

七
月
十
四
日
。

(
2
9
)
　
梁
実
秋
「
二
中
全
会
的
収
穫
」
三
十
三
期
一
九
三
六
年
七
月
十
八
日
)
。

(
3
0
)
・
(
3
1
)
　
羅
努
生
(
隆
基
)
「
広
田
内
閣
的
内
政
外
交
」
十
六
期
二

九
三
六
年
三
月
二
十
日
)
。

(
3
2
)
　
「
国
際
連
盟
之
没
落
」
(
短
評
)
十
期
(
一
九
三
六
年
二
月
七
日
)
、

羅
隆
基
「
r
国
運
還
可
以
拾
頭
」
?
」
　
二
十
七
期
(
一
九
三
六
年
六
月

六
日
)
、
突
耗
「
区
域
安
全
果
能
餌
戟
乎
」
四
十
四
期
二
九
三
六
年

十
月
三
日
)
等
を
参
照
。

(
3
3
)
　
註
(
1
2
)
に
同
じ
。

(
3
4
)
　
前
掲
羅
隆
基
「
r
国
連
還
可
以
拾
頭
」
↓
」

(
3
6
)
　
賀
知
「
論
政
治
犯
的
大
赦
」
に
対
す
る
「
福
老
憲
」
四
十
期
二
九

三
六
年
九
月
五
日
)
。

(
3
7
)
　
註
(
1
9
)
に
同
じ
。

(
3
8
)
　
註
(
2
0
)
お
よ
び
註
(
2
2
)
。
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(
3
9
)

(
4
0
)

(
4
2
)

(
4
3
)

(
4
4
)

(
4
6
)

(
4
7
)

(
4
8
)

(
4
9
)

(
5
0
)

(
5
1
)

(
5
2
)

(
5
3
)

(
5
4
)

(
5
5
)

(
5
6
)

(
5
7
)

陶
尚
行
(
劉
少
奇
)
「
関
於
共
産
党
的
一
対
信
」
に
対
す
る
「
編
著

的
答
覆
」
　
二
十
二
期
二
九
三
六
年
五
月
二
日
)
。

・
(
4
1
)
註
(
1
9
)
に
同
じ
。

拙
稿
「
抗
日
民
衆
運
動
の
展
開
と
そ
の
思
想
」
(
池
田
誠
編
著
「
抗

日
戦
争
と
中
国
民
衆
㌢
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

前
掲
拙
稿
参
照
。

・
(
4
5
)
　
中
林
賢
二
郎
「
統
一
戦
線
史
論
」
(
労
働
運
動
史
研
究
会
編

集
r
統
一
戦
線
の
歴
史
』
労
働
旬
報
社
、
一
九
七
四
年
)
。

以
下
「
憲
政
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
羅
隆
基
「
我
椚
要
什
久
様
的
憲

政
?
」以

上
国
民
大
会
に
つ
い
て
は
「
国
民
大
会
前
途
之
悲
観
」
(
短
評
)

十
五
期
二
九
三
六
年
三
月
十
三
日
)
。

染
実
秋
「
憲
法
上
的
一
個
問
題
」
九
期
二
九
三
六
年
一
月
十
七
日
)
。

同
右
「
再
論
窯
草
第
一
粂
」
二
十
四
期
二
九
三
六
年
五
月
十
六
日
)
。

羅
隆
基
「
憲
法
草
案
中
的
総
統
」
　
二
十
四
期
二
九
三
六
年
五
月
十

六
日
)
。

同
右
「
一
封
公
開
的
信
」
四
期
、
一
九
三
五
年
十
二
月
十
四
日
。

註
(
1
9
)
　
に
同
じ
。

梁
実
秋
「
我
為
什
久
不
賛
成
共
産
党
」
十
八
期
(
一
九
三
六
年
四
月

三
日
)
。

同
右
「
我
椚
要
公
道
!
」
　
二
十
七
期
(
一
九
三
六
年
六
月
六
日
)
。

前
掲
羅
隆
基
「
民
主
与
独
裁
之
理
論
的
比
較
」

註
(
5
3
)
に
同
じ
。

梁
実
秋
「
政
局
之
一
線
光
明
」
五
期
二
九
三
五
年
十
二
月
二
十
一

日
)
。

(
5
8
)
　
毒
弦
「
論
国
防
会
議
」
r
生
活
日
報
星
期
増
刊
』
一
巻
一
号
(
一
九

三
六
年
]
ハ
月
七
日
)
。

(
5
9
)
　
全
教
連
「
抗
日
救
国
初
歩
政
治
綱
領
」
r
救
亡
情
報
』
　
六
期
二
九

三
六
年
六
月
十
四
日
、
邦
訳
…
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
r
中

国
共
産
党
史
資
料
集
」
八
巻
、
効
草
書
房
、
一
九
七
四
年
)
。
以
下
、
「
綱

領
」
の
引
用
は
、
邦
訳
を
使
用
し
本
文
中
に
そ
の
真
数
の
み
を
示
す
。

(
6
0
)
　
洞
若
「
植
民
地
知
識
分
子
的
使
命
」
「
生
活
教
育
』
　
二
巻
二
十
一
期

二
九
三
六
年
一
月
一
日
)
。

(
6
1
)
　
た
と
え
ば
、
「
耕
老
有
其
田
」
(
短
評
)
十
一
期
(
一
九
三
六
年
二
月

十
四
日
)
な
ど
。

(
6
2
)
　
陳
承
訓
「
関
於
「
非
希
徳
ヒ
『
永
生
し
一
巻
十
期
(
一
九
三
六
年
五

月
九
日
)
と
そ
れ
に
対
す
る
編
著
の
コ
メ
ン
ト
、
お
よ
び
章
乃
器
「
由

平
時
財
政
説
到
戦
時
財
政
」
r
永
生
し
一
巻
十
二
期
二
九
三
六
年
五

月
二
十
三
日
)
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
6
3
)
　
前
掲
拙
稿
お
よ
び
前
掲
「
救
日
救
国
初
歩
政
治
綱
領
」
を
参
照
の
こ

と
。

(
6
4
)
　
註
(
5
4
)
・
(
6
1
)
の
ほ
か
、
「
農
村
破
産
与
土
地
問
題
」
(
短
評
)
十

六
期
(
一
九
三
ユ
ハ
年
三
月
二
十
日
)
を
参
照
。

(
6
5
)
　
以
下
、
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
の
中
国
農
村
問
題
に
つ
い
て
は
、

牟
宗
三
「
関
於
中
国
農
村
的
現
状
」
四
期
二
九
三
五
年
十
二
月
十
四

日
)
。

(
6
6
)
　
救
国
会
派
知
識
人
と
『
自
由
評
論
』
系
知
識
人
と
の
相
違
点
は
対
帝

国
主
義
認
識
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
張
東
謀
は
国
民
党
・

国
民
政
府
の
反
帝
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
さ
え
、
そ
れ
が
日
本
の
侵
略

と
英
米
等
に
対
す
る
中
国
の
孤
立
化
と
を
ま
ね
い
た
と
批
判
的
態
度
を
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示
し
た
の
に
対
し
(
註
1
9
)
、
救
国
会
派
知
識
人
は
欧
米
と
結
び
つ
く

こ
と
の
必
要
を
説
き
な
が
ら
も
、
「
本
質
的
に
は
も
と
よ
り
帝
国
主
義

で
あ
る
」
欧
米
列
強
に
「
過
大
の
期
待
を
か
け
」
る
こ
と
を
戒
め
て
い

る
(
「
綱
領
」
)
。
『
自
由
評
論
j
系
知
識
人
の
反
帝
問
題
に
対
す
る
態
度

が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
救
国
会
派
知
識
人
は
戦
術
的
に
反

帝
問
題
を
抗
日
問
題
に
収
赦
さ
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

(
6
7
)
　
鳥
羽
(
中
西
功
)
「
大
腰
な
提
案
と
「
最
後
の
一
線
ヒ
(
「
満
洲
評
論
」

十
巻
二
十
五
号
、
一
九
三
]
ハ
年
六
月
二
十
日
)
。

(
6
8
)
　
「
擁
護
言
論
自
由
」
(
短
評
)
十
二
期
(
一
九
三
六
年
二
月
二
十
一
日
)
。

(
6
9
)
　
編
者
「
編
輯
余
談
」
「
水
生
」
一
巻
九
期
二
九
三
六
年
五
月
二
日
)
。

(
7
0
)
　
救
国
会
派
知
識
人
の
一
人
王
道
時
は
、
梁
実
秋
・
羅
隆
基
ら
と
と
も

に
F
新
月
」
　
に
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
も
と
も
と
王
造
時
が
国
家
主

義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
と
r
自
由
評
論
」
系
知
識
人
と

は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。

(
7
1
)
　
「
七
・
七
」
以
後
の
知
識
人
に
よ
る
抗
日
・
民
主
運
動
に
つ
い
て
は
、

平
野
正
r
中
国
民
主
同
盟
の
研
究
し
(
研
文
出
版
、
一
九
八
三
年
)
参

照
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)
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A Current of Anti-Japanese Sentiments
Anti-Japanese sentiment of Liberal Criticism

by N. Mizuha

It was not only the intellectuals who had congregated in All-China Federation of National

Salvation Association that called for the realization of resistance to Japan and democracy

before "7-7" (i.e. "The Marco Polo Bridge Incident"). In the past studies, however, the

public anti-Japanese movements, which had gathered into All-China Federation of National

Salvation Association, have been mainly discussed. In the present work I would like to analize

the anti-Japanese sentiments of Lo Lung-chi (g|i§S) and his fellows, who had close relation

to The National Socialist Party (4"HHg?it£:«:) , usingLiberal Criticism (rg SfFlmJ) as

the basic material. The period investigated is that from the winter of 1935 to the autumn of

1936.
The aim of this thesis is as follows:

1i ) to make clear the community between the anti-Japanese sentiments of All-China Federa-

tion of National Salvation Association and those of the intellectuals of the Liberal Criticism

faction, and to demonstrate that this community brought about the gradual consolidation of

several anti-Japanese movements into one after "9 -18" (i.e. "The Manchurian Incident") ;

(2) to clarify the difference in opinion between All-China Federation of National Salvation

Association and the intellectuals of the Liberal Criticism faction, and to point out that this

explains the essential difference in their views as to the Chinese Revolution after the anti-

Japanese resistance was over.

On David Hume's The History of England

by Guo Hailiang

The purpose of this paper was to examine David Hume's "The History of England" from

the standpoint of English historical research in his time. This was done by relating the

historical interpretation of the historical debate in the 1730's and the logic from the debate of

the Union in 1707.

It was found that Hume's "The History of England" was a comprehensive compilation of

the research of English history until the 1760's and that his moderation and impartiality, his

desire to survey the historical society and his manner of writing which emphasized economic
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